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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光部を有する光源手段と、前記複数の発光部から出射された複数の光束を副走
査断面において異なる方向から偏向手段の同一の偏向面へ入射させる第１の光学系と、前
記偏向手段で偏向された複数の光束をそれぞれ異なる被走査面に結像させる第２の光学系
と、を有する光走査装置において、
　前記第２の光学系は、前記偏向手段で偏向された複数の光束が副走査断面内において異
なる領域を通過するように入射し、副走査断面内において前記異なる領域に対してそれぞ
れ異なる関数で定義された形状の光学面を少なくとも１面含む結像光学素子を有し、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の同一の偏向面上での反射
点の位置が同一である場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、
副走査断面内において、前記反射点を通り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光
束が通過する側と同じ側にシフトし、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の偏向面上での反射点の位
置が異なる場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、副走査断面
内において、前記位置が異なる複数の反射点のうち最も離間した２つの反射点の中点を通
り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光束が通過する側と同じ側にシフトしてお
り、
　副走査断面内において前記異なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の
光学面の異なる領域の境界領域は１回微分値が連続であり、副走査断面内において前記異
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なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の光学面は一つの鏡面駒にて面形
状を加工されており、
　副走査断面内において、前記異なる領域における各光学面の子線面頂点は、直線で接続
されていることを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　前記第２の光学系の副走査断面内の結像倍率をβｓとするとき
１．０＜｜βｓ｜＜３．５
なる条件を満足することを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項３】
　前記関数で定義される母線は、副走査方向に湾曲していることを特徴とする請求項１又
は２に記載の光走査装置。
【請求項４】
　前記第２の光学系は、単一の結像光学素子より構成されていることを特徴とする請求項
１乃至３の何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項５】
　前記第２の光学系は、複数の結像光学素子から成り、これらの結像光学素子のうち、前
記結像光学素子は、最も被走査面側に設けられていることを特徴とする請求項１乃至４の
何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項６】
　前記境界領域は、スプライン関数で接続されていることを特徴とする請求項１乃至５の
何れか１項に記載の光走査装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体
と、前記光走査装置で走査された光ビームによって前記感光体の上に形成された静電潜像
をトナー像として現像する現像器と、現像されたトナー像を被転写材に転写する転写手段
と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを有することを特徴とする画像
形成装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデー
タを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有して
いることを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　複数の発光部を有する光源手段と、前記複数の発光部から出射された複数の光束を副走
査断面において異なる方向から偏向手段の同一の偏向面へ入射させる第１の光学系と、前
記偏向手段で偏向された複数の光束をそれぞれ異なる被走査面に結像させる第２の光学系
と、を有する光走査装置において、
　前記第２の光学系は、前記偏向手段で偏向された複数の光束が副走査断面内において、
異なる領域を通過するように入射し、前記異なる領域はそれぞれ異なる関数で定義された
形状より成る出射面と、平面より成る入射面と、を含む結像光学素子から成り、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の同一の偏向面上での反射
点の位置が同一である場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、
副走査断面内において、前記反射点を通り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光
束が通過する側と同じ側にシフトし、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の偏向面上での反射点の位
置が異なる場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、副走査断面
内において、前記位置が異なる複数の反射点のうち最も離間した２つの反射点の中点を通
り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光束が通過する側と同じ側にシフトしてお
り、
　副走査断面内において前記異なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の
光学面の異なる領域の境界領域は１回微分値が連続であり、副走査断面内において前記異
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なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の光学面は一つの鏡面駒にて面形
状を加工されていることを特徴とする光走査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光走査装置及びそれを用いた画像形成装置に関し、例えば電子写真プロセスを
有するレーザービームプリンタ（LBP）やデジタル複写機やマルチファンクションプリン
タ（多機能プリンタ）等に好適な光走査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりレーザービームプリンタ（LBP）やデジタル複写機やマルチファンクションプ
リンタ等には光走査装置が用いられている。この光走査装置においては画像信号に応じて
光源手段から光変調され出射した光束を、例えば回転多面鏡（ポリゴンミラー）より成る
光偏向器により周期的に偏向させている。そして偏向された光束をｆθ特性を有する結像
光学系によって感光性の記録媒体（感光ドラム）面上にスポット状に集束させ、その面上
を光走査して画像記録を行っている。
【０００３】
　図２０は従来の光走査装置の要部概略図である。
【０００４】
　図２０において光源手段201から出射した発散光束はコリメータレンズ203により略平行
光束に変換され、絞り202によって該光束を制限して副走査方向にのみ所定の屈折力を有
するシリンドリカルレンズ204に入射している。シリンドリカルレンズ204に入射した略平
行光束のうち主走査断面内においてはそのままの状態で射出する。また副走査断面内にお
いては集束してポリゴンミラーから成る光偏向器205の偏向面（反射面）205aにほぼ線像
として結像している。
【０００５】
　そして光偏向器205の偏向面205aで偏向された光束をｆθ特性を有する結像光学系206を
介して被走査面としての感光ドラム面208上に導光する。そして光偏向器205を矢印Ａ方向
に回転させることによって、該光束で感光ドラム面208上を矢印Ｂ方向（主走査方向）に
光走査して画像情報の記録を行っている。
【０００６】
　この種の光走査装置は従来から種々と提案されている（特許文献１，２，３参照）。
【０００７】
　特許文献１では単一の光偏向器に対して４本の光束(ビーム)を副走査方向に異なる角度
で入射させ、それぞれ異なる感光ドラムに導く光走査装置を開示している。
【０００８】
　特許文献２では複数の光偏向器を副走査方向へ積み重ね、複数の光束をそれぞれの光偏
向器の偏向面に対して入射させ、それぞれ異なる感光ドラムに導く光走査装置を開示して
いる。
【０００９】
　特許文献３では単一の光偏向器に片側２本の光束を副走査方向に異なる角度で入射させ
、それぞれ単一の結像レンズの異なる領域を通過させることで、異なる感光ドラムに導く
光走査装置を開示している。
【特許文献１】特開２００４－３０９５５９号公報
【特許文献２】特開２００４－１８８９４０号公報
【特許文献３】特開２００４-７０１０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１に開示された光走査装置は同じ面形状を持つ長尺レンズを使用している。こ



(4) JP 4944432 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

のため結像レンズ系の１つの面を内側領域と外側領域に分け、それぞれの領域の面を２次
元多項式非球面もしくはアナモフィック非球面で定義される異なる形状で形成している。
【００１１】
　一般的に光偏向器の偏向面に対して副走査断面内において斜め方向から光束を入射させ
ると波面収差のねじれにより被走査面上でスポットが回転する。
【００１２】
　特許文献１では結像レンズ系の１つの面の内側領域を通過する光束と外側領域を通過す
る光束とで、長尺レンズの副走査方向のシフト量及びチルト量を異ならせることで波面収
差のねじれを減少している。この構成の結像レンズ系は全ての走査光束に対して共通化で
きるが、長尺レンズがそれぞれの走査光束に対し４本必要となり、装置全体が複雑化して
しまうという問題点がある。また結像レンズ系の１つの面の内側領域と外側領域とに分け
て定義された２次元多項式非球面、もしくはアナモフィック非球面は図２１に示すように
不連続につながっている。そのためプラスチックレンズのような射出成形でレンズを作製
した場合、不連続点を基点にレンズ面にヒケが発生するといった問題点が生じる。
【００１３】
　特許文献２に開示された光走査装置は図２２に示すように複数の光偏向器225a、225bを
副走査方向へ積み重ね、複数の光束をそれぞれの光偏向器225a、225bの偏向面に対して入
射させることで光路を分離している。このような場合、副走査断面内において光束を斜め
に入射させる必要がないので、上述した波面収差のねじれの問題がない。
【００１４】
　しかしながら特許文献２においては光偏向器が複数個必要になり、装置全体が複雑に成
り易いという問題点がある。またそれぞれの光偏向器225a、225bを回転させる駆動手段と
してのモーターのパワーも強いものを用意せねばならないという問題点がある。
【００１５】
　特許文献３に開示された光走査装置は副走査断面内において光偏向器の偏向面に対して
斜め方向から異なる角度で複数の光束を入射させ、単一の結像レンズを通過させ、異なる
感光ドラムに光束を入射させている。
【００１６】
　この特許文献３に開示された結像レンズは、そのレンズの肉厚が１７．９ｍｍ程度と厚
く、複数の光束を通過させるためにレンズの高さが高くなる。よって、プラスチック材料
などの光学材料で成形した場合、成形タクトが長くなる傾向にあった。また、それぞれの
光束は同じ関数で定義された面の異なる領域を通過しているため、副走査断面内において
斜めに光束を入射させる光学系としてはスポットの回転の補正が難しい。
【００１７】
　本発明は複数の光束で被走査面上を走査するとき、各光束の波面収差のねじれを共通の
結像レンズで減少させることにより、被走査面上を良好なるスポットで光走査することが
できる光走査装置及びそれを用いた画像形成装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　請求項１の発明は、複数の発光部を有する光源手段と、前記複数の発光部から出射され
た複数の光束を副走査断面において異なる方向から偏向手段の同一の偏向面へ入射させる
第１の光学系と、前記偏向手段で偏向された複数の光束をそれぞれ異なる被走査面に結像
させる第２の光学系と、を有する光走査装置において、
　前記第２の光学系は、前記偏向手段で偏向された複数の光束が副走査断面内において異
なる領域を通過するように入射し、副走査断面内において前記異なる領域に対してそれぞ
れ異なる関数で定義された形状の光学面を少なくとも１面含む結像光学素子を有し、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の同一の偏向面上での反射
点の位置が同一である場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、
副走査断面内において、前記反射点を通り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光
束が通過する側と同じ側にシフトし、
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　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の偏向面上での反射点の位
置が異なる場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、副走査断面
内において、前記位置が異なる複数の反射点のうち最も離間した２つの反射点の中点を通
り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光束が通過する側と同じ側にシフトしてお
り、
　副走査断面内において前記異なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の
光学面の異なる領域の境界領域は１回微分値が連続であり、副走査断面内において前記異
なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の光学面は一つの鏡面駒にて面形
状を加工されており、
　副走査断面内において、前記異なる領域における各光学面の子線面頂点は、直線で接続
されていることを特徴としている。
【００１９】
　請求項２の発明は請求項１の発明において、前記第２の光学系の副走査断面内の結像倍
率をβｓとするとき
１．０＜｜βｓ｜＜３．５
なる条件を満足することを特徴としている。
【００２０】
　請求項３の発明は請求項１又は２の発明において、前記関数で定義される母線は、副走
査方向に湾曲していることを特徴としている。
【００２１】
　請求項４の発明は請求項１乃至３のいずれか１項の発明において、前記第２の光学系は
、単一の結像光学素子より構成されていることを特徴としている。
【００２２】
　請求項５の発明は請求項１乃至４のいずれか１項の発明において、前記第２の光学系は
、複数の結像光学素子から成り、これらの結像光学素子のうち、前記結像光学素子は、最
も被走査面側に設けられていることを特徴としている。
【００２３】
　請求項６の発明は請求項１乃至５のいずれか１項の発明において、前記境界領域は、ス
プライン関数で接続されていることを特徴としている。
【００２４】
　請求項７の発明の画像形成装置は、請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と
、前記被走査面に配置された感光体と、前記光走査装置で走査された光ビームによって前
記感光体の上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像されたトナ
ー像を被転写材に転写する転写手段と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着
器とを有することを特徴としている。
【００２５】
　請求項８の発明の画像形成装置は、請求項１乃至６の何れか１項に記載の光走査装置と
、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめ
るプリンタコントローラとを有していることを特徴としている。
【００２６】
　請求項９の発明の光走査装置は、複数の発光部を有する光源手段と、前記複数の発光部
から出射された複数の光束を副走査断面において異なる方向から偏向手段の同一の偏向面
へ入射させる第１の光学系と、前記偏向手段で偏向された複数の光束をそれぞれ異なる被
走査面に結像させる第２の光学系と、を有する光走査装置において、
　前記第２の光学系は、前記偏向手段で偏向された複数の光束が副走査断面内において、
異なる領域を通過するように入射し、前記異なる領域はそれぞれ異なる関数で定義された
形状より成る出射面と、平面より成る入射面と、を含む結像光学素子から成り、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の同一の偏向面上での反射
点の位置が同一である場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、
副走査断面内において、前記反射点を通り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光
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束が通過する側と同じ側にシフトし、
　副走査断面内において、前記偏向手段へ入射する複数の光束の偏向面上での反射点の位
置が異なる場合、その関数で定義される前記結像光学素子の光学面の母線は、副走査断面
内において、前記位置が異なる複数の反射点のうち最も離間した２つの反射点の中点を通
り且つ前記偏向面に垂直な光学基準軸に対して光束が通過する側と同じ側にシフトしてお
り、
　副走査断面内において前記異なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の
光学面の異なる領域の境界領域は１回微分値が連続であり、副走査断面内において前記異
なる領域に対してそれぞれ異なる関数で定義された形状の光学面は一つの鏡面駒にて面形
状を加工されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば光偏向器に副走査断面内において斜め方向から異なる角度で複数の光束
を入射させた際に発生する波面収差のねじれを共通の結像レンズで減少させることにより
、良好なるスポットで光走査することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
【００３６】
　副走査断面内において、光偏向器へ入射する複数の光束の同一の偏向面上での反射点の
位置が同一である場合、本発明の光学基準軸COとは、副走査断面内において、光偏向器の
同一の偏向面に入射する複数の光束の偏向面上での反射点を通り且つ偏向面に対して垂直
な軸と定義される。
【００３７】
　副走査断面内において、光偏向器へ入射する複数の光束の偏向面上での反射点の位置が
異なる場合、本発明の光学基準軸COとは、副走査断面内において、位置が異なる複数の反
射点のうち最も離間した２つの反射点を結んだ直線の中点を通り且つ偏向面に垂直な軸と
定義される。
【００３８】
　以下の如く、実施例１～３では、光偏向器の同一の偏向面に入射する光束の数は２本で
あるが、本発明はそれに限定されない。
【００３９】
　本発明では、光偏向器の同一の偏向面に入射する光束の数は３本以上であっても良い。
【００４０】
　例えば、光偏向器へ入射する４本の光束（副走査方向に光束a、光束ｂ、光束ｃ、光束
ｄの順番で同一偏向面に入射している）の偏向面上での反射点の位置が夫々異なる場合、
　本発明の光学基準軸COとは、副走査断面内において、位置が異なる４本の反射点のうち
最も離間した２つの反射点ａ、ｄ（光束ａの反射点ａと光束ｄの反射点ｄ）を結んだ直線
の中点を通り且つ偏向面に垂直な軸と定義される。
【実施例１】
【００４１】
　図１は本発明の実施例１の主走査方向の要部断面図（主走査断面図）、図２は本発明の
実施例１の副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。
【００４２】
　尚、以下の説明において、主走査方向とは回転多面鏡の回転軸及び結像光学系の光軸に
垂直な方向（回転多面鏡で光束が反射偏向（偏向走査）される方向）である。副走査方向
とは回転多面鏡の回転軸と平行な方向である。また主走査断面とは主走査方向に平行で、
後述する光学基準軸COを含む平面である。また副走査断面とは主走査断面と垂直な断面で
ある。
【００４３】
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　図中、１は単一の発光部（発光点）を有する光源手段（半導体レーザー）であり、波長
λ＝790nmの光束を発する赤外光源より成っている。尚、本実施例では光源手段１を単一
の発光部より構成したが、これに限らず、例えば２つ以上の発光部から構成しても良い。
【００４４】
　３は集光光学系としての集光レンズ(コリメータレンズ)であり、光源手段１から出射さ
れた発散光束を弱い収束光束に変換している。２は開口絞りであり、通過光束を制限して
ビーム形状を整形している。
【００４５】
　４はレンズ系(シリンドリカルレンズ)であり、副走査断面内(副走査方向)にのみ所定の
パワー(屈折力)を有しており、集光レンズ３を通過した光束を副走査断面内で後述する光
偏向器５の反射面（偏向面）５ａまたはその近傍に線像として結像させている。
【００４６】
　尚、集光レンズ３とシリンドリカルレンズ４を１つの光学素子より構成しても良い。上
記集光レンズ３、開口絞り２、そしてシリンドリカルレンズ４等の各要素は入射光学系（
第１の光学系）ＬＡの一要素を構成している。
【００４７】
　５は偏向手段としての光偏向器であり、例えば４面構成のポリゴンミラー（回転多面鏡
）より成っており、モーター等の駆動手段（不図示）により図中矢印Ａ方向に一定速度で
回転している。
【００４８】
　ＬＢは集光機能とｆθ特性とを有する結像光学系（第２の光学系）であり、プラスチッ
ク材料より成る単一の結像レンズ（結像光学素子）(ｆθレンズ)６より成っている。
【００４９】
　結像光学系ＬＢは光偏向器５によって反射偏向された画像情報に基づく光束を被走査面
としての感光ドラム面８上に結像させ、かつ副走査断面内において光偏向器５の偏向面５
ａまたはその近傍と感光ドラム面８との間を略共役関係にすることにより、倒れ補償を行
っている。
【００５０】
　本実施例では、光源１、集光レンズ３、シリンドリカルレンズ４を副走査方向に２組重
ねて配置させる事で、光偏向器５の偏向面５ａに異なる角度で２本のビームを入射させて
いる。尚、主走査断面においては、上述の２組の光学系は重なってしまうため、図１では
一方のみを描いている。
【００５１】
　本実施例では光偏向器５で偏向された２つの光束が副走査断面内において結像レンズ６
の異なる領域を通過するように構成している。結像レンズ６はこの異なる領域に対して副
走査断面内において、それぞれ異なる関数で定義された形状の光学面を少なくとも１面含
んでいる。
【００５２】
　ここで「異なる関数」とは、定義式が同じであるが、その係数の値が異なること、また
は係数の絶対値は同じであるが符号が異なることを意味する。
【００５３】
　また、定義式そのものを異ならせても良い。例えば、図２に示した光束Ｌ１に対するレ
ンズ面形状を１０次までの関数とし、光束Ｌ２に対するレンズ面形状を１０次より大きい
高次の関数を用いて表現するなどの方法をとっても良い。
【００５４】
　本実施例では、同一の定義式で係数が異なる関数で定義された形状の光学面を出射側に
設けている。
【００５５】
　さらにその関数で定義される母線は、光偏向器５へ入射する２つの光束の偏向面５ａ上
での反射点５ｂを通り、該偏向面５ａに垂直な光学基準軸COに対して副走査断面内におい
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【００５６】
　本実施例ではそれぞれの領域の母線を上記の如く副走査方向にシフトさせることにより
、２つの光束が光偏向器５の偏向面５ａに斜め入射することによって生ずる波面収差のね
じれ（スポットの回転）を減少させている。
【００５７】
　８は被走査面としての感光ドラム面である。
【００５８】
　本実施例において半導体レーザー１から出射した発散光束は集光レンズ３により弱い収
束光束に変換され、開口絞り２によって該光束（光量）が制限され、シリンドリカルレン
ズ４に入射している。
【００５９】
　尚、集光レンズ３より出射した弱い収束光束は、シリンドリカルレンズ４と結像レンズ
６がないとした場合、光偏向器５の偏向点から被走査面８に向かって３６９．５ｍｍの位
置に結像する。
【００６０】
　シリンドリカルレンズ４に入射した弱い収束光束のうち主走査断面においてはそのまま
の状態で射出する。また副走査断面内においては更に収束して光偏向器５の同一の偏向面
５ａに線像（主走査方向に長手の線像）として結像している。
【００６１】
　このとき偏向面５ａに入射する２つの光束は光偏向器５の回転軸を含む副走査断面内に
おいて、該光偏向器５の回転軸と垂直な平面（光偏向器５の回転平面）に対して互いに異
なる角度（斜入射角α＝±３度）で入射している。
【００６２】
　そして光偏向器５の偏向面５ａで反射偏向された２つの光束はそれぞれ結像レンズ６の
異なる領域を通過して感光ドラム面８上にスポット状に結像され、該光偏向器５を矢印Ａ
方向に回転させることによって、該感光ドラム面８上を矢印Ｂ方向（主走査方向）に等速
度で光走査している。これにより記録媒体としての感光ドラム面８上に画像記録を行なっ
ている。
【００６３】
　ここで、本実施例における数値実施例１の光学素子の光学配置及び各光学素子の面形状
を表１に示す。
【００６４】
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【００６５】
　結像レンズ６の入射面、出射面の母線形状は、１０次までの関数として表せる非球面形
状により構成している。結像レンズ６と光軸との交点を原点とし、光軸方向をＸ軸、主走
査断面内において光軸と直交する軸をＹ軸としたとき、主走査方向と対応する母線方向が
、
【００６６】

【数１】

【００６７】
（但し、Rは母線曲率半径，K，B4，B6，B8，B10は非球面係数）
なる式で表されるものである。
【００６８】
　本実施例においては上述した如く子線頂点を連ねた母線が以下に定義される関数で副走
査方向にシフトしている。但し、Ｚの原点は光学基準軸COとしている。
【００６９】
【数２】

【００７０】
また、副走査方向と対応する子線方向が、
【００７１】
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【数３】

【００７２】
なる式で表されるものである。Sは母線方向の各々の位置における母線の法線を含み主走
査面と垂直な面内に定義される子線形状である。
【００７３】
　ここで主走査方向に光軸からＹ離れた位置における副走査方向の曲率半径（子線曲率半
径）Rs*が、
【００７４】
【数４】

【００７５】
（但し、Rsは光軸上の子線曲率半径，D2，D4，D6，D8，D10は子線変化係数）
なる式で表されるものである。
【００７６】
　尚、本実施例では結像レンズ６の面形状を上記数式にて定義したが、本実施例はこれを
制限するものではない。
【００７７】
　本実施例では上記の如く光源手段として波長λ＝790nmの光束を発する赤外光源を用い
、有効走査全域において主走査方向及び副走査方向の像面湾曲を共に良好に補正している
。
【００７８】
　本実施例では図２の副走査断面内において偏向面５ａで偏向される２つの光束（偏向面
５ａに入射する２つの光束）Ｌ１,Ｌ２が光学基準軸COに対して±３度の角度で図面上、
上下方向に偏向され、共通の結像レンズ６に入射し、感光ドラム８面へ導光される。
【００７９】
　ここで光学基準軸COとは、副走査断面内において、上述した如く光偏向器５の同一の偏
光面に入射する２つの光束Ｌ１,Ｌ２の偏向面５ａ上での反射点５ｂ（本実施例の場合は
、２つの反射点が重なっている）を通り、該偏向面５ａに対して垂直な軸のことである。
【００８０】
　但し、光偏向器５に入射する２つの光束Ｌ１,Ｌ２の偏向面５ａ上での反射点が副走査
断面内において位置が異なっている場合、光学基準軸COは、副走査断面内において、該位
置が異なる２つの反射点を結んだ直線の中点を通り且つ偏向面に対して垂直な軸と定義さ
れる。
【００８１】
　上記表１に示した数値実施例１は、図２に示す光学基準軸COに対し図面上、上側の光束
Ｌ１が通過する面形状について示したものである。光学基準軸COに対し図面上、下側の光
束Ｌ２が通過する面形状と上側の光束Ｌ１が通過する面形状は、光学基準軸COに関して対
称である（即ち、それぞれの領域の母線のシフト量を光学基準軸COに関して、上下逆にし
ている。）。
【００８２】
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　ここで表１において、係数Ａ0～Ａ10の符号は光学基準軸COより上方が「プラス」、下
方が「マイナス」となる。
【００８３】
　図３は本実施例の結像レンズ６の副走査断面内における拡大図である。
【００８４】
　図３においてＲ１は入射面であり、副走査断面内においてノンパワーな平面より成って
いる。Ｒ２は出射面であり、上記の如く光学基準軸COに対し図面上、上側領域Ｏと下側領
域Ｕの２つの領域に分割され、該分割された領域に対してそれぞれ異なる関数で定義され
た形状より成っている。
【００８５】
　またその関数で定義されるそれぞれの領域の母線は、上記の如く副走査断面内において
、２つの光束が光偏向器５の偏向面５ａに斜め入射することによって生ずる波面収差のね
じれを減少するようにシフトしている。
【００８６】
　Ｃ１は上側領域Ｏの面頂点（子線面頂点）Ｐ１を通り、光学基準軸COに平行な軸である
。同様にＣ２は下側領域Ｕの面頂点（子線面頂点）Ｐ２を通り、光学基準軸COに平行な軸
である。
【００８７】
　本実施例では結像光学系ＬＢの副走査断面内の結像倍率をβsとするとき
　　　　１．０＜｜βｓ｜＜３．５　　　　‥‥(1)
なる条件を満足させている。
【００８８】
　上記条件式(1)は結像光学系ＬＢの副走査断面内の結像倍率βsを規定するものである。
条件式(1)の上限値を超えると結像レンズ６が光偏向器５に近くなり、結像レンズ６面上
で上下の光束を分離しようとすると、副走査方向の斜入射角が大きくなり、波面収差のね
じれ（スポット回転）を減少させることが難しくなるので良くない。また条件式(1)の下
限値を超えると結像レンズ６が被走査面８に近くなり、該結像レンズ６を出射した上下の
光束をそれぞれ対応する感光ドラムへ導く光路の取り回しが難しくなるので良くない。
【００８９】
　本実施例の結像光学系ＬＢの副走査断面内の結像倍率βsは
　　　　βs＝－2.484
であり、これは条件式(1)を満たしている。
【００９０】
　さらに好ましくは上記条件式(1)を次の如く設定するのが良い。
【００９１】
　　　　１．５＜｜βｓ｜＜３．０　　　　‥‥(1ａ)
　本実施例では、同一の偏向面に対して、副走査方向の上下から２つの光束を入射し、異
なる被走査面上に結像させる構成（図２及び図８参照）にしている。よって、最も被走査
面に近いレンズから被走査面の間に折り返しミラーを配置し光路を分離させなければなら
ない。そうするためには、それぞれの光束が被走査面に結像するポイントを副走査に測っ
た間隔を３ｍｍ以上とするのがよい。仮に、それぞれの光束が被走査面に結像するポイン
トが近接していたとした場合、レンズ面上では光束は分離していたとしても、被走査面に
近づくに連れて光束が接近するため、折り返しミラーによる光路分離が難しくなってしま
う。本実施例では、光束が被走査面に結像するポイントを副走査に測った間隔を６．５８
ｍｍとしているので、折り返しミラーによって光路を容易に分離させることができている
。
【００９２】
　本実施例における結像レンズ６の肉厚は１０．９５ｍｍである。これは前述の特許文献
３の結像レンズ(肉厚=17.9mm程度)に比して薄く抑えられている。結像レンズ６の肉厚を
薄くすることは、プラスチック材で形成するとき、成形タクトの短縮、内部屈折率分布の
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低減、そして複屈折の低減などの効果がある。本実施例では上記の如く結像レンズ６の出
射面Ｒ２の上側領域Ｏと下側領域Ｕとの面形状を最適にすることによって、該結像レンズ
６の肉厚を薄くすることを可能としている。
【００９３】
　図４は被走査面上において軸上から最軸外にかけてのスポット形状の断面図である。図
４においてはピーク光量の５％、１０％、１３．５％、３６．８％、５０％の５本の等高
線で描いている。Ｙは像高である。
【００９４】
　通常、副走査断面内において光偏向器の偏向面に対し光束を斜入射させた場合、軸外で
スポットの回転（波面収差のねじれ）が発生する。
【００９５】
　そこで本実施例では結像レンズ６の出射面Ｒ２のそれぞれの領域Ｏ，Ｕの母線を副走査
方向（Ｚ方向）において光束が通過する側に0.935949ｍｍシフトさせている。これにより
本実施例では軸上から最軸外にかけてスポットの回転を減少させている。
【００９６】
　次に結像レンズ６の出射面Ｒ２において異なる領域の境界部のつなぎ方について説明す
る。
【００９７】
　従来、特許文献１に開示された結像レンズなどでは異なる領域のレンズ面を不連続につ
ないでいた。このようにしてしまうと成形時に不連続点を基点として面にヒケが発生し、
不連続点近傍で面精度がでない問題点が発生する。極力ヒケを発生させないためには光学
基準軸COに対して上側領域Ｏと下側領域Ｕの面形状を滑らかに接続する必要がある。
【００９８】
　本実施例では出射面Ｒ２の面頂点（子線面頂点）Ｐ１と面頂点（子線面頂点）Ｐ２の外
側を光束が通過するため、該面頂点Ｐ１と面頂点Ｐ２との間（境界面）を直線で接続して
いる。
【００９９】
　面頂点Ｐ１と面頂点Ｐ２を通る直線は、それぞれのレンズ面の接線になっているため、
レンズ面と境界面を滑らかに接続させることができる。よって、本実施例では成形時にヒ
ケを発生することなく、安定して良好なるレンズを作製することが可能となる。
【０１００】
　図５は比較例としての結像レンズ５６の副走査方向の要部断面図（副走査断面図）であ
る。図５において入射面Ｒ１は負（凹）のパワーを有し、面頂点Ｐ５１は光学基準軸COを
通る。出射面Ｒ２は正（凸）のパワーを有し、面頂点Ｐ５２は光学基準軸COを通る。図５
における結像レンズ５６は両面Ｒ１，Ｒ２にパワーを与えることで、スポットの回転を減
少させている。
【０１０１】
　図６は本実施例と比較例の各面を０．０３ｍｍシフト及び３分チルトさせたときの最軸
外(Y=105mm)での副走査断面内での像面の移動量を比較したグラフである。
【０１０２】
　図６において比較例の結像レンズ５６は入射面Ｒ１、出射面Ｒ２ともに強いパワーを有
するため敏感である。一方、本実施例の結像レンズ６は入射面Ｒ１側が副走査断面内にお
いてノンパワー（平面）であるため敏感度が大幅に低減されていることが分かる。よって
、従来行われていたようなベンディングでスポットの回転を減少させるより、母線のシフ
トでスポットの回転を減少させた結像レンズの方が敏感度が低く、金型加工及び成形がし
易いレンズと言える。
【０１０３】
　図７は本実施例においてレンズを成形するための金型の模式図である。
【０１０４】
　図７において３０１、３０２は鏡面駒、３０３、３０４は抱き駒である。従来は、上下
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の異なる領域に対してそれぞれ設けられた鏡面駒を一体化するため、その相対的配置がで
るように鏡面駒の精度を厳しく管理しなければならなかった。本実施例では一つの鏡面駒
に対し上側領域Ｏと下側領域Ｕの面形状を同時に加工しているため、それぞれの面の相対
差は基本的に発生しない。また入射面Ｒ１側をノンパワーとしているため、入射面Ｒ１と
出射面Ｒ２の相対差の精度を緩和することが可能となっている。
【０１０５】
　また本実施例の結像レンズ６はｆθ特性と走査線曲がりについて、その光学性能を緩和
している。と言うのも、近年発達した電気的な画像補正を使いスポットの位置制御を行え
ば、光学的に補正したものとほぼ等価な画像が得られるからである。よって、本実施例の
結像レンズ６は電気的な画像補正と光学的な画像補正との組み合わせで画像形成装置に搭
載している。
【０１０６】
　図８は上述した結像レンズ６を２つのステーションＳ１，Ｓ２を有する画像形成装置の
結像光学系に適用したときの副走査断面図である。図８においては本実施例の結像レンズ
６を２つのステーションＳ１，Ｓ２で各々使い、共通の光偏向器５で４本の光束を走査し
ている様子を示している。尚、２つのステーションＳ１，Ｓ２の光学的作用は同一のため
以下１つのステーションＳ１について説明する。
【０１０７】
　図８において結像レンズ６を通過した光偏向器５からの２本の光束のうち光学基準軸CO
に対して上側を通過する光束は折り返しミラー7b1,7b2で２回折り返された後、内側の感
光ドラム８ｂに入射する。光学基準軸COに対して下側を通過する光束は折り返しミラー7a
1で１回折り返された後、外側の感光ドラム８ａに入射する。
【０１０８】
　本実施例では光学基準軸COに対して上下２本の光束に対して共通の結像レンズ６だけか
ら構成し、それぞれの領域の母線を該光学基準軸COに対して上下対称にシフトすることに
よりスポットの回転を減少させている。従来の光走査装置では長尺レンズをそれぞれの光
束に対して持ち、副走査方向の斜入射角度に応じてシフト量及びチルト量を異ならせてス
ポットの回転を減少させていた。これに対して本実施例では部品点数を削減させることが
でき、また装置全体の簡素化も図ることができる。
【実施例２】
【０１０９】
　図９は本発明の実施例２の主走査方向の要部断面図（主走査断面図）、図１０は本発明
の実施例２の副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。図９、図１０において前
記図１、図２に示した要素と同一要素には同符番を付している。
【０１１０】
　ここで光学基準軸COとは、副走査断面内において、上述した如く光偏向器５の同一の偏
光面に入射する２つの光束Ｌ１,Ｌ２の偏向面５ａ上での反射点５ｂ（本実施例の場合は
、２つの反射点が重なっている）を通り、該偏向面５ａに対して垂直な軸のことである。
【０１１１】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は、結像レンズ９６の入射面Ｒ１及び出射
面Ｒ２の両面を異なる領域に対して副走査断面内において、それぞれ異なる関数で定義さ
れた形状より形成したことである。さらにその関数で定義されるそれぞれの領域の母線を
光学基準軸COに対して副走査断面内において、該光学基準軸COに対して光束が通過する側
と同じ側にシフトさせ且つ母線を湾曲させたことである。その他の構成及び光学的作用は
実施例１と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。
【０１１２】
　即ち、図９においてＬＢは集光機能とｆθ特性とを有する結像光学系であり、プラスチ
ック材料より成る単一の結像レンズ(ｆθレンズ)９６より成っている。
【０１１３】
　本実施例では前述の実施例１と同様に光偏向器５で偏向された２つの光束が副走査断面
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内において結像レンズ９６の異なる領域を通過するように構成している。結像レンズ９６
の入射面Ｒ１及び出射面Ｒ２はこの異なる領域に対して副走査断面内において、それぞれ
異なる関数で定義された形状より成っている。
【０１１４】
　さらにその関数で定義される母線は、光学基準軸COに対して副走査断面内において、該
光学基準軸COに対して光束が通過する側と同じ側にシフトさせ且つ湾曲している。
【０１１５】
　本実施例では上記の如くそれぞれの領域の母線を副走査方向にシフト且つ湾曲させるこ
とにより、２つの光束が光偏向器５の偏向面５ａに斜め入射することによって生ずる波面
収差のねじれを減少させている。
【０１１６】
　本実施例においてコリメータレンズ３より出射した弱収束光束は、シリンドリカルレン
ズ４と結像レンズ６がないとした場合、光偏向器５の偏向点から被走査面８に向かって２
９９.６ｍｍの位置に結像する。
【０１１７】
　また本実施例では前述の実施例１と同様に光源手段として波長λ＝790nmの光束を発す
る赤外光源を用い、有効走査全域において主走査方向及び副走査方向の像面湾曲を共に良
好に補正している。
【０１１８】
　また本実施例では図１０の副走査断面内において偏向面５ａで偏向される２つの光束（
偏向面５ａに入射する２つの光束）Ｌ１,Ｌ２が光学基準軸COに対して±３度の角度で図
面上、上下方向に偏向され、共通の結像レンズ９６に入射し、感光ドラム８面へ導光され
る。
【０１１９】
　ここで、本実施例における数値実施例２の光学素子の光学配置及び各光学素子の面形状
を表２に示す。
【０１２０】
【表２】

【０１２１】
　表２に示した数値実施例２は、図１０に示す光学基準軸COに対し図面上、上側の光束が
通過する面形状について示したものである。光学基準軸COに対し図面上、下側の光束Ｌ２
が通過する面形状と上側の光束Ｌ１が通過する面形状は、光学基準軸COに関して対称であ
る（即ち、それぞれの領域の母線のシフト量及び湾曲量を光学基準軸COに関して、上下逆
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にしている。）。
【０１２２】
　図１１は本実施例の結像レンズ９６の副走査断面内における拡大図である。
【０１２３】
　図１１において結像レンズ９６の入射面Ｒ１は副走査断面内において負（凹）のパワー
を有し、光学基準軸COに対し図面上、上側領域Ｏと下側領域Ｕの２つの領域に分割されて
いる。出射面Ｒ２は副走査断面内において正（凸）のパワーを有し、入射面Ｒ１と同様に
光学基準軸COに対し図面上、上側領域Ｏと下側領域Ｕの２つの領域に分割されている。
【０１２４】
　この２つの領域Ｏ、Ｕに分割された入射面Ｒ１及び出射面Ｒ２は、該分割された領域に
対してそれぞれ異なる関数で定義される形状より成っている。またその関数で定義される
それぞれの領域の母線は、副走査断面内において、２つの光束が光偏向器５の偏向面５ａ
に斜め入射することによって生ずる波面収差のねじれを減少するようにシフト且つ湾曲し
ている。
【０１２５】
　Ｃ３は入射面Ｒ１の上側領域Ｏの面頂点Ｐ３を通り、光学基準軸COに平行な軸である。
同様にＣ４は下側領域Ｕの面頂点Ｐ４を通り、光学基準軸COに平行な軸である。Ｃ５は出
射面Ｒ２の上側領域Ｏの面頂点Ｐ５を通り、光学基準軸COに平行な軸である。同様にＣ６
は下側領域Ｕの面頂点Ｐ６を通り、光学基準軸COに平行な軸である。
【０１２６】
　本実施例の結像光学系ＬＢの副走査断面内の結像倍率βsは
　　　　βs＝－1.944
であり、これは条件式(1)を満たしている。
【０１２７】
　本実施例では、同一の偏向面に対して、副走査方向の上下から２つの光束を入射し、異
なる被走査面上に結像させる構成にしている。よって、最も被走査面に近いレンズから被
走査面の間に折り返しミラーを配置し光路を分離させなければならない。そうするために
は、それぞれの光束が被走査面に結像するポイントを副走査に測った間隔を３ｍｍ以上と
するのがよい。仮に、それぞれの光束が被走査面に結像するポイントが近接していたとし
た場合、レンズ面上では光束は分離していたとしても、被走査面に近づくに連れて光束が
接近するため、折り返しミラーによる光路分離が難しくなってしまう。本実施例では、光
束が被走査面に結像するポイントを副走査に測った間隔を１４．１６ｍｍとしているので
、折り返しミラーによって光路を容易に分離させることができている。
【０１２８】
　本実施例における結像レンズ９６の肉厚は１０．５ｍｍである。これは前述の特許文献
３の結像レンズ(肉厚=17.9mm程度)に比して薄く抑えられている。結像レンズ９６の肉厚
を薄くすることは、プラスチック材で形成するとき、成形タクトの短縮、内部屈折率分布
の低減、そして複屈折の低減などの効果がある。本実施例では上記の如く結像レンズ９６
の入射面Ｒ１及び出射面Ｒ２の上側領域Ｏと下側領域Ｕとの面形状を最適にすることによ
って、該結像レンズ９６の肉厚を薄くすることを可能としている。
【０１２９】
　図１２は被走査面上において軸上から最軸外にかけてのスポット形状を示した断面図で
ある。図１２においてはピーク光量の５％、１０％、１３．５％、３６．８％、５０％の
５本の等高線で描いている。Ｙは像高である。
【０１３０】
　通常、副走査断面内において光偏向器の偏向面に対し光束を斜入射させた場合、軸外で
スポットの回転（波面収差のねじれ）が発生する。
【０１３１】
　そこで本実施例では結像レンズ９６の入射面Ｒ１及び出射面Ｒ２のそれぞれの領域Ｏ、
Ｕの母線を湾曲させ、且つ副走査方向（Ｚ方向）において光束が通過する側に入射面Ｒ１
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では2.9513ｍｍシフトさせ、出射面Ｒ２では2.66012ｍｍシフトさせている。これにより
本実施例では軸上から最軸外にかけてスポットの回転を減少させている。
【０１３２】
　次に結像レンズ９６の入射面Ｒ１及び出射面Ｒ２において異なる領域の境界部のつなぎ
方について説明する。
【０１３３】
　上記図１１に示した通り、それぞれの面頂点Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ６は光束通過位置内
に存在するため、前述の実施例１のようなつなぎ方はできない。
【０１３４】
　そこで本実施例では光線通過位置外の位置において、上下のレンズ面を滑らかに接続す
ることを考える。入射面Ｒ１においては、光学基準軸COから上下方向に、０．８ｍｍ離れ
た位置をそれぞれＰ３´、Ｐ４´とする。その位置でレンズ面と境界面を滑らかにつなぐ
ことを考える。ここで、滑らかにつなぐとは、レンズ面及び境界面の面形状の１次微分係
数が一致していることを意味する。
【０１３５】
　図１３は入射面Ｒ１の面形状を表したグラフである。図１３において横軸はレンズの高
さ方向（Ｚ方向）に相当し、縦軸はレンズのディフォーカス方向（Ｘ方向）に相当する。
また、縦軸のプラス側は光偏向器５側と定義する。光学基準軸COを横軸の原点に、レンズ
面頂点Ｐ３及びＰ４を縦軸の原点となるように設定する。Ｙ＝０での副走査方向の曲率半
径をｒ０、母線シフト量をＡ０とすると、レンズ面の副走査断面内の面形状は
【０１３６】

【数５】

【０１３７】
で表現できる。ｒ０＝－17.6606、Ａ０＝2.9513を代入し、Ｚ＝0.8での１次微分係数を計
算すると、dX/dZ＝－0.12273となる。境界面を２次関数（２次のスプライン関数）で表現
した場合、Ｘ＝aZ2＋bとすると、dX/dZ＝2aZ＝1.6ａとなり、1.6ａ＝－0.12273からａ＝
－0.0767となる。
【０１３８】
　また２次関数Ｘ＝－0.0767Z２+bと
【０１３９】
【数６】

【０１４０】
がＺ＝0.8で一致するためには、ｂ＝0.180609と計算される。よって、境界面を表す２次
関数は、Ｘ＝－0.0767Z２+0.180609と決定される。
【０１４１】
　同様に出射面Ｒ２についても光学基準軸COから、例えば0.8ｍｍ離れた位置で滑らかに
接続するようにすると、Ｘ＝－0.10483Z２+0.222003となる。
【０１４２】
　図１３では円弧形状のままつないだ場合と、滑らかに接続した場合（太線）の２つの曲
線を重ねて描いている。滑らかに接続した方が、樹脂の流れがスムーズになり、成形安定
性に対して有利であると言える。
【０１４３】
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　図１４は結像レンズ９６の出射面Ｒ２の面形状に関して表したグラフである。尚、結像
レンズ９６の出射面Ｒ２の面形状は入射面Ｒ１と同様であるので、説明は省略する。
【０１４４】
　このように本実施例において境界領域における形状は、上記の如く副走査断面内におい
て、１回微分値が連続であり、また境界領域は、スプライン関数で接続されている。
【０１４５】
　尚、本実施例においては境界面を２次関数で表現したが、滑らかに接続するのであれば
これに限る必要はない。もっと高次を使ったスプライン関数を用いても同様の効果を発揮
することが可能である。
【実施例３】
【０１４６】
　図１５は本発明の実施例３の主走査方向の要部断面図（主走査断面図）、図１６は本発
明の実施例３の副走査方向の要部断面図（副走査断面図）である。図１５、図１６におい
て前記図１、図２に示した要素と同一要素には同符番を付している。
【０１４７】
　本実施例において前述の実施例１と異なる点は、結像光学系ＬＢを第１、第２の結像レ
ンズ６１，６２より構成したことである。さらに結像光学系ＬＢの被走査面８側の第２の
結像レンズ６２の出射面Ｒ２を異なる領域に対して副走査断面内において、それぞれ異な
る関数で定義された形状より形成したことである。さらにその関数で定義されるそれぞれ
の領域の母線を光学基準軸COに対して副走査断面内において、該光学基準軸COに対して光
束が通過する側と同じ側にシフトさせ且つ母線を湾曲させたことである。その他の構成及
び光学的作用は実施例１と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。
【０１４８】
　ここで光学基準軸COとは、副走査断面内において、上述した如く光偏向器５の同一の偏
光面に入射する２つの光束Ｌ１,Ｌ２の偏向面５ａ上での反射点５ｂ（本実施例の場合は
、２つの反射点が重なっている）を通り、該偏向面５ａに対して垂直な軸のことである。
【０１４９】
　即ち、図１５においてＬＢは集光機能とｆθ特性とを有する結像光学系であり、プラス
チック材料より成る第１、第２の結像レンズ(ｆθレンズ)６１，６２より成り、光偏向器
５によって反射偏向された画像情報に基づく光束を被走査面としての感光ドラム面８上に
結像させ、かつ副走査断面内において光偏向器５の偏向面５ａ近傍と感光ドラム面８との
間を共役関係にすることにより、倒れ補償を行っている。
【０１５０】
　本実施例では結像光学系ＬＢの被走査面側の第２の結像レンズ６２の出射面Ｒ２を前述
の実施例1と同様に異なる領域に対して副走査断面内において、それぞれ異なる関数で定
義された形状より形成している。
【０１５１】
　さらにその関数で定義される母線を光学基準軸COに対して副走査断面内において、該光
学基準軸COに対して光束が通過する側と同じ側にシフトさせ且つ母線を湾曲させている。
【０１５２】
　本実施例では上記の如くそれぞれの領域の母線を副走査方向にシフトさせ且つ湾曲させ
ることにより、２つの光束が光偏向器５の偏向面５ａに斜め入射することによって生ずる
波面収差のねじれを減少させている。
【０１５３】
　本実施例では前述の実施例１と同様に光源手段として波長λ＝790nmの光束を発する赤
外光源を用い、有効走査全域において主走査方向及び副走査方向の像面湾曲を共に良好に
補正している。
【０１５４】
　また本実施例では図１６の副走査断面内において偏向面５ａで偏向される２つの光束（
偏向面５ａに入射する２つの光束）Ｌ１,Ｌ２が光学基準軸COに対して±２度の角度で図
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面上、上下方向に偏向され、共通の第１、第２の結像レンズ６１，６２に入射し、感光ド
ラム８面へ導光される。
【０１５５】
　本実施例において第１の結像レンズ６１の入射面Ｒ３及び出射面Ｒ４は、ともに副走査
断面内において光学基準軸COを光軸にもつ円弧形状である。また第２の結像レンズ６２の
入射面Ｒ１は平面形状、出射面Ｒ２は光学基準軸COに対し上側領域と下側領域で母線を反
対側にシフトさせた円弧面形状より成っている。
【０１５６】
　このように本実施例では副走査断面内においてパワーが集中している面（第２の結像レ
ンズ６２の出射面Ｒ２）のそれぞれの領域の母線を前述の実施例１と同様に副走査方向に
シフトすることにより、波面収差のねじれ（スポット回転）を減少させている。
【０１５７】
　ここで、本実施例における数値実施例３の光学素子の光学配置及び各光学素子の面形状
を表３に示す。
【０１５８】
【表３】

【０１５９】
　表３に示した数値実施例３は、図１６に示す光学基準軸COに対し図面上、上側の光束が
通過する面形状について示したものである。光学基準軸COに対し図面上、下側の光束Ｌ２
が通過する面形状と上側の光束Ｌ１が通過する面形状は、光学基準軸COに関して対称であ
る（即ち、それぞれの領域の母線のシフト量を光学基準軸COに関して、上下逆にしている
。）。
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【０１６０】
　図１７は本実施例の第２の結像レンズ６２の副走査断面内における拡大図である。
【０１６１】
　図１７において第２の結像レンズ６２の入射面（他方の光学面）Ｒ１はノンパワーな平
面より成り、出射面（一方の光学面）Ｒ２は副走査断面内において正（凸）のパワーを有
し、光学基準軸COに対し図面上、上側領域Ｏと下側領域Ｕの２つの領域に分割されている
。
【０１６２】
　この２つの領域Ｏ、Ｕに分割された出射面Ｒ２は、該分割された領域に対してそれぞれ
異なる関数で定義される形状より成っている。またその関数で定義されるそれぞれの領域
の母線は、副走査断面内において、２つの光束が光偏向器５の偏向面５ａに斜め入射する
ことによって生ずる波面収差のねじれを減少するようにシフトしている。
【０１６３】
　尚、本実施例のように被走査面に最も近い走査レンズを上下二つの領域に分割し且つそ
れぞれの領域に対して異なる関数で定義される形状よりなる光学面にする理由は、大きな
斜入射角度を与えなくても、容易に上下２つの光束を分離する事ができるからである。
【０１６４】
　Ｃ７は出射面Ｒ２の上側領域Ｏの面頂点Ｐ７を通り、光学基準軸COに平行な軸である。
同様にＣ８は下側領域Ｕの面頂点Ｐ８を通り、光学基準軸COに平行な軸である。
【０１６５】
　本実施例の結像光学系ＬＢの副走査断面内の結像倍率βsは
　　　　βs＝－1.713
であり、これは条件式(1)を満たしている。
【０１６６】
　本実施例では、同一の偏向面に対して、副走査方向の上下から２つの光束を入射し、異
なる被走査面上に結像させる構成にしている。よって、最も被走査面に近いレンズから被
走査面の間に折り返しミラーを配置し光路を分離させなければならない。そうするために
は、それぞれの光束が被走査面に結像するポイントを副走査に測った間隔を３ｍｍ以上と
するのがよい。仮に、それぞれの光束が被走査面に結像するポイントが近接していたとし
た場合、レンズ面上では光束は分離していたとしても、被走査面に近づくに連れて光束が
接近するため、折り返しミラーによる光路分離が難しくなってしまう。本実施例では、光
束が被走査面に結像するポイントを副走査に測った間隔を４．６３ｍｍとしているので、
折り返しミラーによって光路を容易に分離させることができている。
【０１６７】
　本実施例における第２の結像レンズ６２の肉厚は４．０ｍｍである。これは前述の特許
文献３の結像レンズ(肉厚=17.9mm程度)に比して薄く抑えられている。第２の結像レンズ
６２の肉厚を薄くすることは、プラスチック材で形成するとき、成形タクトの短縮、内部
屈折率分布の低減、そして複屈折の低減などの効果がある。本実施例では上記の如く第２
の結像レンズ６２の出射面Ｒ２の上側領域Ｏと下側領域Ｕとの面形状を最適にすることに
より、該第２の結像レンズ６２の肉厚を薄くすることを可能としている。
【０１６８】
　通常、副走査断面内において光偏向器の偏向面に対し光束を斜入射させた場合、軸外で
スポットの回転（波面収差のねじれ）が発生する。
【０１６９】
　そこで本実施例では第２の結像レンズ６２の出射面Ｒ２のそれぞれの領域Ｏ，Ｕの母線
を湾曲させ、且つ副走査方向（Ｚ方向）において光束が通過する側にそれぞれの領域Ｏ，
Ｕの母線を0.84195ｍｍシフトさせている。これにより本実施例では軸上から最軸外にか
けてスポットの回転を減少させている。
【０１７０】
　次に第２の結像レンズ６２の出射面Ｒ２において異なる領域の境界部のつなぎ方につい
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て説明する。
【０１７１】
　上記図１７に示した通り、それぞれの面頂点Ｐ７，Ｐ８は光束通過位置近傍に存在する
ため、前述の実施例１と同じつなぎ方をした場合、レーザーなどの組付け誤差でレンズ面
以外を光束が通過してしまうことがある。
【０１７２】
　そこで本実施例では前述の実施例２と同じつなぎ方をしている。具体的には光学基準軸
COからそれぞれ上下方向に０．５ｍｍ離れた位置をそれぞれＰ７´、Ｐ８´とする。この
Ｐ７´、Ｐ８´において、レンズ面と境界面の面形状の１次微分係数が一致するようにつ
ないでいる。
【０１７３】
　詳細な計算方法は前述の実施例２と同じであるため、ここでは説明を省略する。
【０１７４】
　尚、本実施例では結像光学系を２枚のレンズより構成したが、これに限らず、３枚以上
のレンズより構成しても良い。また結像光学系に回折光学素子を含ませて構成しても良い
。
【０１７５】
　以下の如く、実施例１～３では、光偏向器の同一の偏向面に入射する光束の数は２本で
あるが、本発明はそれに限定されない。
【０１７６】
　本発明では、光偏向器の同一の偏向面に入射する光束の数は３本以上であっても良い。
【０１７７】
　［画像形成装置］
　図１８は、本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査方向の要部断面図である。図に
おいて、符号１０４は画像形成装置を示す。この画像形成装置１０４には、パーソナルコ
ンピュータ等の外部機器１１７からコードデータDｃが入力する。このコードデータDｃは
、装置内のプリンタコントローラ１１１によって、画像データ（ドットデータ）Dｉに変
換される。この画像データDｉは、実施例１～３のいずれかに示した構成を有する光走査
ユニット１００に入力される。そして、この光走査ユニット１００からは、画像データD
ｉに応じて変調された光ビーム１０３が出射され、この光ビーム１０３によって感光ドラ
ム１０１の感光面が主走査方向に走査される。
【０１７８】
　静電潜像担持体（感光体）たる感光ドラム１０１は、モータ１１５によって時計廻りに
回転させられる。そして、この回転に伴って、感光ドラム１０１の感光面が光ビーム１０
３に対して、主走査方向と直交する副走査方向に移動する。感光ドラム１０１の上方には
、感光ドラム１０１の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ１０２が表面に当接するよう
に設けられている。そして、帯電ローラ１０２によって帯電された感光ドラム１０１の表
面に、前記光走査ユニット１００によって走査される光ビーム１０３が照射されるように
なっている。
【０１７９】
　先に説明したように、光ビーム１０３は、画像データDｉに基づいて変調されており、
この光ビーム１０３を照射することによって感光ドラム１０１の表面に静電潜像を形成せ
しめる。この静電潜像は、上記光ビーム１０３の照射位置よりもさらに感光ドラム１０１
の回転方向の下流側で感光ドラム１０１に当接するように配設された現像器１０７によっ
てトナー像として現像される。
【０１８０】
　現像器１０７によって現像されたトナー像は、感光ドラム１０１の下方で、感光ドラム
１０１に対向するように配設された転写ローラ１０８によって被転写材たる用紙１１２上
に転写される。用紙１１２は感光ドラム１０１の前方（図１８において右側）の用紙カセ
ット１０９内に収納されているが、手差しでも給紙が可能である。用紙カセット１０９端
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部には、給紙ローラ１１０が配設されており、用紙カセット１０９内の用紙１１２を搬送
路へ送り込む。
【０１８１】
　以上のようにして、未定着トナー像を転写された用紙１１２はさらに感光ドラム１０１
後方（図１８において左側）の定着器へと搬送される。定着器は内部に定着ヒータ（図示
せず）を有する定着ローラ１１３とこの定着ローラ１１３に圧接するように配設された加
圧ローラ１１４とで構成されており、転写部から搬送されてきた用紙１１２を定着ローラ
１１３と加圧ローラ１１４の圧接部にて加圧しながら加熱することにより用紙１１２上の
未定着トナー像を定着せしめる。更に定着ローラ１１３の後方には排紙ローラ１１６が配
設されており、定着された用紙１１２を画像形成装置の外に排出せしめる。
【０１８２】
　図１８においては図示していないが、プリントコントローラ１１１は、先に説明したデ
ータの変換だけでなく、モータ１１５を始め画像形成装置内の各部や、後述する光走査ユ
ニット内のポリゴンモータなどの制御を行う。
【０１８３】
　本発明で使用される画像形成装置の記録密度は、特に限定されない。しかし、記録密度
が高くなればなるほど、高画質が求められることを考えると、１２００ｄｐｉ以上の画像
形成装置において本発明の実施例１～３の構成はより効果を発揮する。
【０１８４】
　［カラー画像形成装置］
　図１９は本発明の実施例のカラー画像形成装置の要部概略図である。本実施例は、光走
査装置を４個並べ各々並行して像担持体である感光ドラム面上に画像情報を記録するタン
デムタイプのカラー画像形成装置である。図１９において、６０はカラー画像形成装置、
１１は実施例１～３に示したいずれかの構成を有する光走査装置（図８参照）、２１，２
２，２３，２４は各々像担持体としての感光ドラム、３１，３２，３３，３４は各々現像
器、５１は搬送ベルトである。
【０１８５】
　図１９において、カラー画像形成装置６０には、パーソナルコンピュータ等の外部機器
５２からＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の各色信号が入力する。これらの
色信号は、装置内のプリンタコントローラ５３によって、Ｃ（シアン），Ｍ（マゼンタ）
，Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各画像データ（ドットデータ）に変換される。これ
らの画像データは、光走査装置１１に入力される。そして、光走査装置１１からは、各画
像データに応じて変調された光ビーム４１，４２，４３，４４が出射され、これらの光ビ
ームによって感光ドラム２１，２２，２３，２４の感光面が主走査方向に走査される。
【０１８６】
　本実施例におけるカラー画像形成装置は光走査装置１１から出射する４本のビームを、
各々がＣ（シアン），Ｍ（マゼンタ），Ｙ（イエロー）、Ｂ（ブラック）の各色に対応し
、各々平行して感光ドラム２１，２２，２３，２４面上に画像信号（画像情報）を記録し
、カラー画像を高速に印字するものである。
【０１８７】
　本実施例におけるカラー画像形成装置は上述の如く光走査装置１１により各々の画像デ
ータに基づいた光ビームを用いて各色の潜像を各々対応する感光ドラム２１，２２，２３
，２４面上に形成している。その後、記録材に多重転写して１枚のフルカラー画像を形成
している。
【０１８８】
　前記外部機器５２としては、例えばＣＣＤセンサを備えたカラー画像読取装置が用いら
れても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置６０とで、
カラーデジタル複写機が構成される。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
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【図１】本発明の実施例１の光走査装置の主走査断面図
【図２】本発明の実施例１の光走査装置の副走査断面図
【図３】本発明の実施例１の結像レンズの副走査断面図
【図４】本発明の実施例１の被走査面上におけるスポット形状を示す断面図
【図５】比較例の結像レンズの副走査断面図
【図６】本発明の実施例１と比較例との副走査方向の像面敏感度を示す図
【図７】本発明の実施例１の型構造を説明する図
【図８】本発明の実施例１のカラー画像形成装置の要部断面図
【図９】本発明の実施例２の光走査装置の主走査断面図
【図１０】本発明の実施例２の光走査装置の副走査断面図
【図１１】本発明の実施例２の結像レンズの副走査断面図
【図１２】本発明の実施例２の被走査面上におけるスポット形状を示す断面図
【図１３】本発明の実施例２の入射面の副走査断面形状を示す図
【図１４】本発明の実施例２の出射面の副走査断面形状を示す図
【図１５】本発明の実施例３の光走査装置の主走査断面図
【図１６】本発明の実施例３の光走査装置の副走査断面図
【図１７】本発明の実施例３の結像レンズの副走査断面図
【図１８】本発明の画像形成装置の実施例を示す副走査断面図
【図１９】本発明の実施例のカラー画像形成装置の要部概略図
【図２０】従来の光走査装置の要部概略図
【図２１】従来の結像レンズの副走査断面図
【図２２】従来のカラー画像形成装置の要部断面図
【符号の説明】
【０１９０】
　　　　１　光源手段
　　　　２　開口絞り
　　　　３　集光光学系（集光レンズ）
　　　　４　レンズ系（シリンドリカルレンズ）
　　　　５　偏向手段（光偏向器）
　　　　ＬＡ　入射光学系
　　　　ＬＢ　結像光学系
　　　　６，６１，６２、９６　結像レンズ
　　　　８　被走査面（感光ドラム面）
　　　　１１、１２、１３、１４　　光走査装置
　　　　２１、２２、２３、２４　　像担持体（感光ドラム）
　　　　３１、３２、３３、３４　　現像器
　　　　４１、４２、４３、４４　　光ビーム
　　　　５１　　搬送ベルト
　　　　５２　　外部機器
　　　　５３　　プリンタコントローラ
　　　　６０　　カラー画像形成装置
　　　　１００　光走査装置
　　　　１０１　感光ドラム
　　　　１０２　帯電ローラ
　　　　１０３　光ビーム
　　　　１０４　画像形成装置
　　　　１０７　現像装置
　　　　１０８　転写ローラ
　　　　１０９　用紙カセット
　　　　１１０　給紙ローラ
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　　　　１１１　プリンタコントローラ
　　　　１１２　転写材（用紙）
　　　　１１３　定着ローラ
　　　　１１４　加圧ローラ
　　　　１１５　モータ
　　　　１１６　排紙ローラ
　　　　１１７　外部機器

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２０】

【図２１】

【図２２】
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